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戦
国
期
の
越
前
斯
波
氏
に

つ
い
て
(
下
)

佐

圭

藤

は
じ
め
に

一
、
二
人
の
「
斯
波
政
綿
」

二
、
越
前
斯
波
氏
の
系
譜
(
以
上
前
号
)

、
鞍
谷
氏
に
つ
い
て

今
の
と
こ
ろ
鞍
谷
氏
の
初
見
文
書
の
年
号
は
文
亀

元
年
(
一
五
O
乙
で
あ
り
、
こ
の
年
の
二
通
の
文

書
が
残
っ
て
い
る
。
ま
ず
一
通
は
朝
倉
氏
の
家
臣
鳥

居
氏
に
伝
わ
っ
た
次
の
文
書
で
あ
る
。

猶
々
彼
在
所
之
百
姓
出
府
仕
候
問
、
時
宜
相

尋
候
処
、
巨
細
者
代
官
可
被
存
之
申
甲
候
、

太
田
保
内
け
い
け
ん
院
領
弁
名
河
分
事
、
鳥
居

与
一
方
以
目
安
被
訴
訟
申
候
付
而
、
御
裏
判
候

条
、
鞍
小
〈
口
殿
御
知
行
之
由
候
問
、
先
彼
御
方
江
尋

申
候
処
、
氏
家
三
郎
左
衛
門
方
よ
り
如
此
返
事
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前
波
藤
右
衛
門
殿

御
宿
所

こ
れ
は
太
田
保
内
け
い
け
ん
院
領
井
名
河
分
の
所

領
の
知
行
に
関
す
る
鳥
居
与
一
の
訴
訟
に
つ
い
て
府

中
両
人
(
印
牧
広
次
・
青
木
康
忠
)
が
一
乗
谷
の
朝

倉
貞
景
の
近
臣
前
波
藤
右
衛
門
尉
に
宛
て
て
出
し
た

連
署
状
で
あ
る
。
こ
の
所
領
を
め
ぐ
っ
て
朝
倉
貞
景

の
臣
鳥
居
与
一
と
「
鞍
谷
殿
」
が
争
っ
て
い
る
。
府

中
両
人
は
鳥
居
与
一
の
目
安
に
よ
り
知
行
主
の
鞍
谷

氏
に
事
情
を
尋
ね
た
。
ま
た
そ
の
後
、
在
所
の
百
姓

が
出
府
し
、
詳
し
い
こ
と
は
代
官
が
存
知
し
て
い
る

と
答
え
た
と
い
う
。
府
中
間
人
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を

前
波
を
通
じ
て
朝
倉
貞
景
に
報
告
し
て
そ
の
後
の
訴

訟
の
進
行
に
関
す
る
指
示
を
仰
い
で
い
る
。

府
中
両
人
が
こ
の
訴
訟
に
関
与
し
て
い
る
の
は
係

争
地
と
一
方
の
当
事
者
の
鞍
谷
氏
が
府
中
両
人
の
管

轄
郡
内
に
所
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

こ
の
太
田
保
は
丹
生
北
郡
で
江
戸
時
代
の
上
太
田
村

佐
E恭

戦
国
期
の
越
前
斯
波
氏
に
つ
い
て
(
下
)

-
下
太
田
村
・
太
田
新
保
村
な
ど
の
村
々
に
連
な
る

と
こ
ろ
と
み
ら
れ
る
。
鞍
谷
氏
は
府
中
両
人
か
ら
尋

ね
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
「
氏
家
=
一
郎
左
衛
門
」
が

返
答
を
し
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
鞍
谷
氏
の
老
臣

(
執
事
)
で
そ
の
意
を
奉
じ
て
返
事
を
書
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
や
り
と
り
か
ら
も
鞍
谷
氏
の

地
位
と
身
分
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

「
氏
家
」
と
い
え
ば
、
越
前
で
は
現
在
の
鯖
江
市

上
氏
家
町
・
下
氏
家
町
、
す
な
わ
ち
中
世
の
丹
生
北

郡
宇
治
江
村
を
名
字
の
地
と
す
る
千
秋
氏
家
(
宇
治

江
)
氏
が
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
鞍
谷
氏
の
家
臣
の

氏
家
氏
は
こ
れ
と
は
別
で
あ
ろ
う
。
『
越
前
国
古
城

跡
井
館
屋
敷
蹟
』
(
城
跡
考
)
に
よ
れ
ば
、
鞍
谷
御
所

の
北
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
「
氏
家
将

監
」
の
屋
敷
跡
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
「
大

滝
寺
寺
庫
収
納
回
数
帳
」
の
末
尾
に
は
「
氏
家
左
近

将
監
」
に
歳
暮
巻
数
を
進
上
す
る
旨
の
大
滝
寺
別
当

の
書
状
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
氏
家
左
近
将
監

は
永
禄
十
一
年
(
一
五
六
八
)
五
月
十
七
日
の
足
利

義
昭
の
御
成
を
記
し
た
『
朝
倉
義
景
亭
御
成
記
』
に

辻
固
の
人
数
と
し
て
見
え
、
朝
倉
義
景
の
家
臣
で
も

あ
る
。
彼
は
鞍
谷
氏
の
臣
で
あ
る
と
同
時
に
義
景
の

臣
に
取
り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
前
述

の
「
大
滝
寺
寺
庫
収
納
回
数
帳
」
や
『
鵜
甘
神
社
原

神
主
家
文
書
』
に
は
氏
家
石
見
守
や
氏
家
美
作
守
と

い
っ
た
人
名
が
見
え
る
。
彼
ら
の
活
躍
の
場
は
い
ず

れ
も
今
南
東
郡
の
地
で
あ
り
、
前
掲
の
府
中
両
人
連

署
状
の
「
氏
家
三
郎
左
衛
門
」
も
こ
れ
ら
の
氏
家
氏

と
同
族
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
氏
家
氏
は
下
野
国
芳
賀
郡
氏
家
郷
を
名
字
の

地
と
す
る
関
東
御
家
人
の
出
で
あ
る
。
氏
家
氏
の
祖

と
さ
れ
る
氏
家
公
頼
の
三
男
公
継
(
草
苅
基
近
)
は

足
利
家
氏
に
属
し
、
父
公
頼
と
共
に
陸
奥
田
に
下
向

し
、
斯
波
郡
草
苅
郷
の
地
頭
職
を
賜
り
、
こ
れ
を
名

字
と
し
、
文
永
二
年
(
一
二
六
五
)
に
七
十
六
歳
で

没
し
た
と
い
う
。
足
利
家
氏
は
斯
波
高
経
の
曽
祖
父

に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
伝
承
か
ら
氏
家
氏
が
早
く
か

ら
斯
波
氏
に
従
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
南
北
朝

期
氏
家
公
頼
の
曽
孫
氏
家
重
定
(
道
誠
)
は
斯
波
家

長
・
兼
頼
ら
に
従
っ
て
陸
奥
で
活
躍
し
、
そ
の
子
重

国
は
新
田
義
貞
の
首
級
を
上
げ
た
と
「
太
平
記
』
で

語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
室
町
期
の
氏
家
氏
は
管
領

斯
波
氏
の
直
臣
と
し
て
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
が
、

奥
州
探
題
大
崎
氏
や
出
羽
の
最
上
氏
に
従
い
、
そ
れ

ぞ
れ
の
重
臣
と
な
り
執
事
を
務
め
て
い
針
。
丈
亀
元

年
と
い
う
比
較
的
早
い
時
期
の
文
書
に
鞍
谷
氏
の
老
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臣
と
し
て
氏
家
氏
が
見
え
る
こ
と
は
、
前
節
で
検
討

し
た
越
前
斯
波
氏
が
奥
州
か
ら
来
た
と
い
う
確
実
性

の
高
い
史
料
的
所
見
を
併
せ
考
え
る
と
、
奥
羽
地
方

の
氏
家
氏
の
一
派
が
主
家
と
共
に
越
前
に
来
た
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
第
一
節
で
紹

介
し
た
鞍
谷
氏
と
判
断
さ
れ
る
斯
波
新
三
郎
政
綿
の

老
臣
「
直
次
」
も
こ
の
氏
家
氏
の
一
族
の
可
能
性
が

大
き
い
。

さ
で
も
う
一
通
の
鞍
谷
氏
の
初
見
年
の
文
書
は
池

田
町
の
在
地
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

奉
祈
料
事
兵
庫
分

日
宮
大
明
神
為
御
祈
料
御
山
、
東
者
尾
お
さ
か

い
、
南
者
滝
上
有
、
西
者
尾
お
さ
か
い
、
北
者

(
知
)

土
居
お
さ
か
い
、
く
ら
谷
殿
御
地
行
分
也
、
彼

祝
し
ん
た
い
、
し
、
孫
々
ニ
至
迄
い
ら
ん
有
問

敷
候
、
の
祷
料
状
如
件
、

丈
亀
元
酔
年
霜
月
十
三
日

日
宮
祝
方
へ

渡
候

井
田
(
花
押
)

こ
の
文
書
は
井
田
と
い
う
人
物
が
池
田
庄
の
在
地

の
日
宮
大
明
神
に
祈
祷
料
と
し
て
山
林
を
寄
進
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
位
置
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
池
田
庄
内
で
東
と
西
の
尾
根
を
境
界
と
し
、

南
に
は
滝
が
あ
り
、
北
は
鞍
谷
殿
知
行
分
の
土
居
を

境
界
と
し
て
い
た
と
い
う
。
恐
ら
く
井
田
は
北
に
向

っ
て
聞
い
た
谷
あ
い
の
山
林
を
寄
進
し
て
、
そ
の
北

側
に
は
鞍
谷
氏
の
知
行
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
鞍
谷
氏
は
か
な
り
早
く
か
ら
今
南
東
郡

内
の
池
田
庄
に
知
行
地
を
持
っ
て
い
た
。

鞍
火
口
氏
と
判
断
さ
れ
る
斯
波
政
綿
(
新
コ
一
郎
)
は

池
田
庄
の
神
田
を
安
堵
し
た
り
、
田
地
や
所
職
を
安

堵
し
た
り
、
土
地
相
論
を
裁
許
し
た
り
し
て
袖
判
や

裏
書
を
加
え
て
い
る
。
『
福
井
県
史
』
資
料
一
編
編
集

の
時
点
で
は
こ
の
袖
判
に
検
討
が
加
え
ら
れ
ず
、
「
某

袖
判
安
堵
状
」
な
ど
と
い
う
丈
書
名
で
片
付
け
ら
れ

て
し
ま
い
、
鞍
谷
氏
の
研
究
を
停
滞
さ
せ
た
。
「
鵜

甘
神
社
原
神
主
家
文
書
』
の
永
禄
三
年
(
一
五
六
O
)

十
二
月
十
八
日
付
大
兵
衛
名
田
預
け
状
に
「
く
ら
谷

殿
御
ら
う
や
つ
ら
)
を
ふ
ん
し
さ
せ
ら
れ
候
証
文
我

ら
方
に
御
さ
候
」
と
見
え
る
の
は
鞍
谷
氏
が
裏
を
封

じ
た
証
文
、
す
な
わ
ち
裏
書
を
自
分
が
持
っ
て
い
る

こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鞍
谷
氏
は
池
田

庄
の
在
地
の
上
級
権
力
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ

し
て
当
時
の
鞍
谷
氏
の
知
行
地
の
分
布
も
池
田
・
鞍

谷
・
太
田
と
東
西
に
並
ん
で
お
り
あ
る
程
度
の
地
理

上
の
ま
と
ま
り
を
有
し
て
い
た
。

武
生
市
池
泉
町
の
霊
泉
寺
に
次
の
よ
う
な
禁
制
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

禁
制

一
草
木
伐
採
事

一
殺
生
之
事

一
狼
籍
之
事

右
之
趣
相
背
愚
人
者
、
告
代
官
可
行
科
者
也
、

延
徳
二
服
年

三
月
十
五
日

義
俊

倉
谷霊

泉
寺

『
越
前
国
名
蹟
考
」
に
収
め
ら
れ
た
「
寺
院
縁
起
」

や
「
味
間
野
名
跡
志
」
な
ど
に
記
さ
れ
る
江
戸
時
代

初
期
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
霊
泉
寺
は
斯
波
義
俊
の
菩

提
所
で
彼
が
鞍
谷
御
所
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
方
松

原
信
之
氏
は
こ
の
義
俊
を
当
時
越
前
に
在
国
し
た
渋

川
義
廉
の
子
に
比
定
し
、
鞍
谷
氏
の
系
譜
を
こ
こ
に

求
め
て
い
る
。
渋
川
義
廉
の
子
栄
棟
喝
食
が
当
時
一

乗
谷
の
板
倉
備
中
入
道
の
所
に
居
た
こ
と
は
連
歌
師

正
広
の
歌
集
『
松
下
集
』
に
見
え
、
延
徳
二
年
(
一

四
九
O
)
七
月
二
十
三
日
栄
棟
は
正
広
に
対
面
し
て

共
に
和
歌
・
漢
詩
を
詠
み
交
し
て
い
る
。
松
原
氏
は

義
俊
と
栄
棟
を
同
一
人
物
と
み
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
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あ
る
が
、
同
じ
年
の
=
一
月
の
丈
書
で
「
義
俊
」
と
署

名
し
、
七
月
に
は
「
栄
棟
」
と
称
し
て
い
る
と
こ
ろ

を
み
る
と
こ
の
二
人
は
一
応
別
人
で
あ
り
、
松
原
氏

の
比
定
が
意
味
を
持
つ
か
ど
う
か
留
保
さ
れ
る
。
さ

ら
に
前
掲
の
義
俊
禁
制
も
後
世
の
写
し
で
あ
り
、
文

言
に
も
や
や
落
ち
着
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
検
討

を
要
す
る
丈
書
と
い
え
る
か
ら
義
俊
の
実
在
に
つ
い

て
も
留
保
さ
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
渋
川
氏
と
鞍
谷

氏
の
直
接
的
な
関
係
は
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
渋
川

氏
の
所
領
は
北
陸
で
は
加
賀
や
越
中
に
分
布
し
て
い

る
か
ら
、
戦
国
期
に
渋
川
氏
や
さ
ら
に
管
領
斯
波
氏

の
一
族
が
在
国
し
た
可
能
性
が
強
い
の
は
加
賀
方
面

と
考
え
ら
れ
泊
。

さ
て
鞍
谷
氏
の
あ
り
方
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
こ

と
は
越
前
朝
倉
氏
と
の
姻
戚
関
係
で
あ
る
。
ま
ず
す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
宗
滴
夜
話
』
の

「
英
林
様
御
子
息
達
」
の
項
に
よ
れ
ば
初
代
朝
倉
孝

景
の
長
女
は
鞍
谷
氏
に
嫁
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
を

紹
介
さ
れ
た
松
原
信
之
氏
は
こ
の
鞍
谷
氏
を
渋
川
義

廉
と
し
て
い
お
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
渋
川
義
廉

と
義
俊
の
関
係
が
留
保
さ
れ
る
こ
と
か
ら
こ
の
比
定

は
検
討
を
要
す
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
朝
倉
孝
景
(
初

代
)
の
長
女
が
嫁
し
た
鞍
火
口
殿
と
は
、
本
稿
の
第
一

佐
藤

戦
国
期
の
越
前
斯
波
氏
に
つ
い
て
(
下
)

節
で
紹
介
し
た
一
人
目
の
斯
波
政
綿
(
四
郎
=
一
郎
)

に
比
定
さ
れ
る
。
二
人
目
の
斯
波
政
綿
(
新
三
郎
)

が
鞍
谷
殿
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た

が
、
一
人
目
の
政
綿
も
以
下
の
理
由
に
よ
り
鞍
谷
殿

で
あ
る
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。
第
一
に
「
政
綿
」
と

い
う
同
じ
実
名
を
持
つ
こ
と
か
ら
こ
の
二
人
は
世
代

の
離
れ
た
親
族
関
係
に
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
(
父

子
同
名
は
想
定
し
づ
ら
い
)
o
ま
た
一
人
目
の
政
綿
も

鞍
谷
の
位
置
す
る
与
河
郷
の
領
主
で
あ
り
、
か
つ
今

南
東
郡
に
公
権
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
積
極
的
に

鞍
谷
殿
と
見
倣
す
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
一
人
目

の
政
綿
の
活
躍
し
た
年
代
は
朝
倉
氏
景
よ
り
や
や
早

く
、
氏
景
の
姉
を
室
と
し
た
と
み
て
年
代
的
に
無
理

が
な
い
。
恐
ら
く
こ
の
斯
波
政
綿
(
四
郎
三
郎
)
が

初
代
朝
倉
孝
景
の
聾
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
『
朝
倉
家
伝
記
」
(
朝
倉
時
代
末
の
永
禄
十
二

年
(
一
五
六
九
)
成
立
)
に
は
、
朝
倉
貞
景
の
四
女

が
「
蔵
谷
女
中
」
す
な
わ
ち
鞍
谷
氏
の
室
に
な
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
永
正
九
年
(
一
五
一
二
)
に
四
十

歳
で
没
し
た
朝
倉
貞
景
の
末
娘
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
夫
の
鞍
谷
氏
は
第
一
節
で
見
た
永
正
十
六

年
(
一
五
一
九
)
か
ら
大
永
五
年
(
一
五
二
六
)
に

丈
書
所
見
の
あ
る
二
人
目
の
斯
波
政
綿
(
新
一
二
郎
)

か
、
あ
る
い
は
そ
の
子
の
世
代
に
あ
た
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
斯
波
政
綿

(
新
三
郎
)
の
花
押
は
そ
の
構
成
と
各
部
の
描
線
の

特
徴
が
朝
倉
貞
景
の
晩
年
の
花
押
に
近
似
し
て
お

り
、
貞
景
の
花
押
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
判

断
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
こ
う
し
た
姻
戚
関

係
を
重
要
な
背
景
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ヲ心。
こ
の
鞍
谷
氏
が
朝
倉
氏
の
出
障
に
従
っ
た
と
さ
れ

る
の
は
朝
倉
義
景
の
代
の
弘
治
元
年
(
一
五
五
五
)

の
こ
と
で
『
賀
越
闘
誇
記
』
に
「
蔵
谷
衆
」
が
総
大

将
の
宗
滴
に
従
い
加
賀
出
兵
し
、
七
月
二
十
四
日
大

聖
寺
に
陣
取
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
鞍
谷

氏
は
一
定
の
軍
事
力
を
保
有
し
て
朝
倉
氏
に
従
う
家

臣
的
な
存
在
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し

て
朝
倉
義
景
は
そ
の
側
室
に
「
鞍
谷
氏
ノ
類
葉
」
小

宰
相
局
を
迎
え
、
、
水
禄
五
年
(
一
五
六
二
)
に
は
嫡

男
阿
君
を
も
う
け
て
い
れ

)
O

ま
た
前
述
の
よ
う
に
鞍

谷
氏
の
執
事
氏
家
氏
と
み
ら
れ
る
氏
家
左
近
将
監
は

義
景
の
直
臣
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
朝
倉
氏
は
代
々
鞍
谷
氏
と
婚
姻
関
係

を
結
ん
だ
。
朝
倉
氏
の
当
主
は
代
々
主
と
し
て
近
隣

諸
国
の
大
名
と
の
通
好
、
連
合
関
係
か
ら
大
名
ど
う
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し
の
縁
組
を
重
ね
て
き
た
が
(
貞
景
・
孝
景
・
義
景

の
母
親
は
そ
れ
ぞ
れ
尾
張
織
田
氏
・
美
濃
斎
藤
氏
・

若
狭
武
田
氏
)
、
越
前
に
在
国
し
た
鞍
谷
氏
は
斯
波
氏

の
一
族
と
し
て
他
の
国
人
や
大
名
か
ら
卓
越
し
た
地

位
と
身
分
を
持
っ
て
お
り
、
朝
倉
氏
は
こ
う
し
た
越

前
斯
波
氏
の
権
威
を
利
用
す
る
た
め
に
親
戚
関
係
を

続
け
た
と
み
ら
れ
る
。
第
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
二

人
の
斯
波
政
綿
の
権
勢
は
朝
倉
氏
を
も
上
回
る
面
が

あ
り
、
従
来
実
態
の
わ
か
ら
な
か
っ
た
越
前
斯
波
氏

の
家
柄
の
伝
統
的
な
権
威
が
根
強
く
戦
国
期
も
保
た

れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

江
戸
時
代
の
奥
州
斯
波
氏
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
越

前
朝
倉
氏
の
一
族
と
い
わ
れ
る
斯
波
詮
高
は
明
応
二

年
(
一
四
九
三
)
斯
波
郡
の
高
水
寺
城
に
来
住
し
、

以
後
奥
州
斯
波
氏
の
全
盛
時
代
を
迎
え
た
と
い
う
。

ま
た
別
の
所
伝
で
は
越
前
の
鞍
谷
氏
か
ら
詮
基
と
い

う
人
が
下
向
し
て
奥
州
斯
波
氏
を
つ
い
だ
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
奥
州
斯
波
氏
の
滅
亡
後
、

そ
の
子
孫
は
八
戸
南
部
家
に
仕
え
た
が
、
当
初
「
朝

倉
源
太
左
衛
門
秋
邦
」
と
称
し
、
寛
丈
九
年
(
一
六

六
八
)
に
紫
波
氏
に
改
め
た
と
い
%
。
こ
れ
ら
の
伝

承
の
真
実
性
に
つ
い
て
は
同
時
代
史
料
で
は
確
か
め

ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
朝
倉
氏
と
一
族
関
係

に
あ
る
鞍
谷
氏
が
奥
州
斯
波
氏
の
家
に
送
り
込
ま

れ
、
長
く
朝
倉
氏
と
し
て
の
意
識
を
伝
え
て
い
た
も

の
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注
(
1
)

拙
稿
「
新
出
の
「
鳥
居
文
書
」
に
つ
い
て
」
『
一

乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
紀
要
1
9
9
8
』
一
九

九
九
年
。

(2)

『
萩
藩
閥
閲
録
』
第
一
巻
人
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

(3)

氏
家
氏
に
つ
い
て
は
、
河
村
昭
一
「
南
北
朝
期

に
お
け
る
守
護
権
力
構
造
|
斯
波
氏
の
被
官
構

成
|
|
」
付
己
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
『
若
越
郷

土
研
究
』
一
一
十
三
の
二
、
四
、
一
九
七
八
年
。
ま

た
一
九
九
七
年
に
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム
氏
家
(
栃
木
県

塩
谷
郡
氏
家
町
)
で
行
な
わ
れ
た
廃
城
四
O
O
年

特
別
展
「
勝
山
城
l
氏
家
氏
栄
光
の
時
代
1
」

で
も
関
連
史
料
が
ま
と
め
ら
れ
、
同
展
の
図
録
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
4
)

系
図
等
に
よ
れ
ば
戦
周
期
の
奥
州
氏
家
氏
の
実

名
に
は
一
字
目
に
「
直
」
の
つ
く
人
物
が
多
く
見

え
、
通
字
と
み
ら
れ
る
。

(
5
)

「
日
野
宮
文
書
」
『
福
井
県
史
資
料
編
6
中
・
近
世

四
」
六
七
三
ペ
ー
ジ
。

(6)

本
稿
第
一
節
参
照
。

(7)

『
福
井
県
史
資
料
編
6
中
・
近
世
四
」
六
一
一
一
六
ベ

-
ジ
で
は
こ
の
部
分
を
誤
解
し
て
注
記
と
訓
点
が

付
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(8)

木
に
墨
書
さ
れ
た
も
の
と
紙
に
書
か
れ
た
も
の

が
あ
る
。
同
文
だ
が
後
者
に
は
署
名
の
下
に
牽
印

が
押
さ
れ
て
い
る
(
『
武
生
市
史
資
料
編
神
社
・
仏

寺
文
書
』
口
絵
)
。
木
札
は
宝
暦
二
年
(
一
七
五
二
)

の
山
門
再
建
の
際
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
裏
面
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(9)

松
原
氏
前
掲
論
文
。

(
叩
)
観
応
三
年
(
一
三
五
二
)
六
月
二
十
九
日
渋
川

直
頼
譲
状
写
に
よ
れ
ば
、
そ
の
本
領
の
な
か
に
加

賀
国
野
代
村
越
中
国
目
良
保
・
春
日
・
吉
江
保

な
ど
が
あ
る
。
小
要
博
「
「
賀
上
家
文
書
」
に
つ
い

て
」
『
埼
玉
地
方
史
』
第
三
十
一
号
、
一
九
九
三
年
。

ま
た
加
賀
に
斯
波
氏
も
し
く
は
渋
川
氏
が
在
国
し

て
い
た
こ
と
は
、
『
上
杉
家
文
書
』
一
一
二
三
号
の

永
正
十
六
年
に
推
定
さ
れ
る
二
月
二
日
付
長
尾
為

景
書
状
や
『
証
如
上
人
日
記
』
天
文
五
年
十
月
九

日
条
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る
。
ま
た
渋
川
氏
の
一

族
で
重
臣
で
も
あ
っ
た
板
倉
氏
に
つ
い
て
は
、

度
々
引
用
す
る
「
大
滝
寺
寺
庫
収
納
回
数
帳
」
に

「
板
倉
式
部
殿
」
と
い
う
人
物
が
大
滝
寺
か
ら
歳

暮
の
巻
数
を
贈
ら
れ
て
お
り
、
今
南
東
郡
に
在
国

し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

(
日
)
松
原
信
之
「
朝
倉
氏
女
系
譜
朝
倉
氏
の
妻
妾

-
子
女
i
」
『
福
井
県
史
研
究
」
第
十
二
号
、
一
九

九
四
年
。

(
円
以
)
こ
う
し
た
花
押
の
構
成
の
類
似
、
模
倣
関
係
は

朝
倉
孝
景
(
四
代
)
と
そ
の
妹
の
夫
の
土
岐
頼
武

に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
拙
稿
「
朝
倉
義
景
の

花
押
に
つ
い
て
」
『
福
井
県
史
研
究
』
第
十
六
号
、

一
九
九
八
年
。
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(
日
)
朝
倉
義
景
の
妻
妾
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
は
「
義

景
を
め
ぐ
る
囚
人
の
妻
妾
の
虚
実
を
探
る
」
『
別
冊

歴
史
読
本
⑫
戦
国
武
将
一

O
四
傑
鎧
に
隠
さ
れ

た
男
た
ち
の
実
像
』
一
九
九
八
年
で
述
べ
た
。

(
日
)
工
藤
隼
人
『
奥
州
斯
波
氏
と
家
臣
物
語
(
上
)
』
、

一
九
九
八
年
。

73 

四
、
千
福
氏
に
つ
い
て

千
福
氏
は
「
三
崎
玉
雲
家
文
書
」
の
年
未
詳
卯
月

十
八
日
朝
倉
孝
景
(
初
代
)
自
筆
書
状
に
「
千
福
殿
」

と
み
え
る
の
が
初
見
で
あ
ろ
う
。
花
押
の
形
状
か
ら

文
正
元
年
(
一
四
六
六
)
以
前
と
み
ら
れ
る
が
、
当

時
朝
倉
方
と
敵
対
し
て
い
た
。
そ
の
後
文
明
六
年
(
一

四
七
四
)
間
五
月
十
五
日
「
千
福
中
務
少
輔
」
が
討

ち
取
ら
れ
た
。
「
武
衛
系
図
』
(
続
群
書
類
従
)
に
は
、

斯
波
義
敏
の
三
男
「
寛
元
」
の
項
に
「
中
務
少
輔
、

弥
三
郎
、
於
越
前
国
北
郡
討
死
」
と
い
う
注
記
が
付

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
斯
波
寛
元
は
古
文
書
に
よ
れ

ば
通
称
を
「
又
次
郎
」
と
い
い
、
文
亀
元
年
(
一
五

O

一
)
の
斯
波
義
寛
の
遠
江
進
攻
に
参
加
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
右
の
注
記
は
斯
波
寛
元
に
か
か
る

も
の
で
は
な
く
、
官
途
か
ら
み
て
千
福
中
務
少
輔
に

か
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
斯
波
義
敏
の
子
、
あ

る
い
は
養
子
と
し
て
当
時
甲
斐
氏
方
に
つ
い
て
い
た

佐
藤

戦
国
期
の
越
前
斯
波
氏
に
つ
い
て
(
下
)

と
み
ら
れ
る
。
ま
た
同
系
図
に
は
そ
の
す
ぐ
下
の
弟

の
「
義
延
」
が
末
野
氏
の
跡
を
つ
い
だ
と
記
さ
れ
て

お
り
、
斯
波
義
敏
が
越
前
斯
波
氏
の
千
福
氏
や
末
野

氏
を
自
己
の
家
に
取
り
込
も
う
と
し
た
様
子
が
う
か

が
え
る
。

こ
の
千
福
氏
の
朝
倉
時
代
の
同
時
代
史
料
が
度
々

引
用
す
る
「
大
滝
寺
寺
庫
収
納
回
数
帳
」
で
あ
る
。

末
尾
の
「
巻
数
之
事
、
歳
暮
分
」
と
い
う
項
に
記
事

が
あ
り
、
大
滝
寺
は
毎
年
十
二
月
二
十
日
に
「
千
福

殻
」
に
箱
巻
数
を
進
上
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

箱
巻
数
は
巻
数
進
上
の
特
に
丁
重
な
仕
方
で
あ
り
、

大
滝
寺
で
は
「
鞍
谷
殿
」
と
「
千
福
殿
」
、
そ
し
て

「
朝
倉
殿
」
(
義
景
)
だ
け
に
箱
巻
数
を
贈
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
鞍
谷
・
千
福
両
氏
の
当
時
の

地
位
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

朝
倉
氏
滅
亡
後
の
千
福
氏
の
動
向
は
『
千
福
文

書
』
な
ど
に
よ
っ
て
か
な
り
明
ら
か
に
な
る
。
朝
倉

義
景
が
亡
び
た
天
正
元
年
(
一
五
七
=
一
)
八
月
織
田

信
長
が
越
前
の
各
地
に
出
し
た
禁
制
の
中
に
次
の
も

の
が
あ
る
。

禁

制

別

印

村

千

福

知

行

方

一
濫
妨
狼
籍
之
事

一
陣
取
・
放
火
之
事

一
伐
採
竹
木
之
事

右
条
々
於
有
違
犯
輩
者
、
速
可
処
厳
科
者
也
、

の
下
知
如
件
、

天
正
元
年
八
月
日
(
朱
印
)

別
印
村
は
今
南
東
郡
で
今
立
町
の
月
尾
谷
に
あ

り
、
千
福
氏
の
名
字
の
地
で
あ
る
武
生
市
の
千
福
の

東
方
約
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
位
置
す

る
。
こ
こ
に
千
福
氏
の
知
行
地
が
あ
り
、
信
長
方
に

つ
い
た
千
福
氏
は
そ
の
保
護
を
求
め
て
禁
制
の
発
給

を
申
請
し
た
の
で
あ
る
。

翌
天
正
二
年
(
一
五
七
四
)
正
月
国
中
の
一
授
が

蜂
起
し
、
信
長
政
権
下
の
越
前
守
護
代
桂
田
長
俊
(
前

波
吉
継
)
は
一
乗
谷
を
固
ま
れ
、
彼
の
跡
を
つ
い
だ

富
田
長
繁
も
二
月
十
八
日
討
た
れ
た
。
そ
の
後
の
府

中
近
辺
の
状
況
は
『
越
州
軍
記
』
に
「
鞍
谷
ノ
屋
形

.
千
福
・
真
柄
・
北
村
・
氏
家
・
瓜
生
・
千
秋
・

佐
々
布
光
林
坊
己
下
、
或
ハ
敵
方
ヘ
内
通
ス
ト
号

シ
、
或
ハ
別
心
ト
号
、
ン
テ
、
一
挨
等
推
寄
、
追
払
ヒ

ケ
ル
ト
カ
ヤ
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
旧
勢
力
は
次
々

と
一
向
一
授
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
た
。
こ
の
『
越
州

軍
記
』
の
一
文
で
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
鞍

谷
氏
で
そ
の
次
に
千
福
氏
が
並
ん
で
い
る
こ
と
に
注

目
さ
れ
る
。
そ
し
て
鞍
谷
氏
は
「
屋
形
」
号
を
持
つ

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



若
越
郷
土
研
究

四
十
五
巻
五
号

74 

別
格
と
さ
れ
、
千
福
氏
は
そ
れ
に
続
く
も
の
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
た
。

千
福
式
部
大
輔
に
宛
て
ら
れ
た
織
田
信
長
の
朱
印

状
が
あ
る
。

注
進
之
趣
、
委
細
令
披
見
候
、
の
府
中
近
辺
一

捺
坊
主
等
内
々
相
催
之
処
、
息
又
コ
一
郎
令
調
儀
、

悪
逆
之
族
揚
取
之
由
、
尤
以
神
妙
候
、
弥
方
々

(
品
川
)

無
由
断
才
学
専
一
候
、
以
面
祝
着
之
旨
可
申
候
、

菊田一一言、
正
月
十
六
日
(
朱
印
)

千
福
式
部
大
輔
殿

千
福
式
部
大
輔
の
子
又
コ
一
郎
は
府
中
近
辺
の
一
撲

の
首
謀
者
を
揚
め
取
っ
た
。
信
長
は
こ
の
こ
と
の
報

告
を
千
福
式
部
大
輔
か
ら
受
け
、
後
に
対
面
し
て
祝

着
の
旨
を
述
べ
る
つ
も
り
だ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の

文
書
は
こ
れ
ま
で
天
正
二
年
に
比
定
さ
れ
て
い
た

が
、
最
近
別
の
文
書
か
ら
天
正
四
年
に
比
定
す
る
説

も
出
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
天
正
三
年
(
一
五
七
五
)

八
月
織
田
信
長
が
越
前
に
出
馬
し
て
一
向
一
挨
を
平

定
し
た
後
も
一
授
は
完
全
に
は
止
ま
ず
、
こ
う
し
た

状
況
が
天
正
四
年
正
月
の
段
階
で
あ
り
得
た
と
も
思

わ
れ
る
。

そ
の
後
千
福
氏
は
越
前
に
在
国
し
て
柴
田
勝
家
に

属
し
た
が
、
信
長
は
安
土
城
の
留
守
居
等
を
勤
め
さ

せ
る
た
め
に
家
族
と
共
に
在
城
を
命
じ
た
。
天
正
十

年
(
一
五
八
二
)
五
月
二
十
九
日
信
長
最
後
の
上
洛

の
時
、
千
福
遠
江
守
は
安
土
城
二
の
丸
の
香
衆
の
任

に
あ
り
、
そ
の
名
が
「
信
長
公
記
』
に
-
記
さ
れ
る
。

こ
の
千
福
遠
江
守
は
式
部
大
輔
の
子
で
「
城
跡

考
」
に
「
城
跡
千
福
遠
江
守
千
福
村
際
南
方
畑

之
内
東
西
四
十
五
問
南
北
六
十
五
問
計
之
所
、
堀
切

土
居
之
形
有
之
、
自
福
井
五
里
半
」
と
そ
の
館
跡
が

伝
え
ら
れ
て
い
た
。
天
正
十
年
六
月
の
本
能
寺
の
変

の
後
、
千
福
遠
江
守
は
安
土
か
ら
伊
勢
へ
逃
れ
て
織

田
信
雄
を
頼
っ
た
o

そ
の
後
同
年
八
月
信
雄
は
彼
が

信
長
の
嫡
孫
=
一
法
師
(
秀
信
)
に
奉
公
す
る
こ
と
を

丹
羽
長
秀
と
堀
秀
政
に
斡
旋
し
て
い
る
。
丹
羽
も
堀

も
秀
吉
派
で
あ
り
、
千
福
氏
も
秀
吉
側
に
つ
い
た
。

翌
天
正
十
一
年
(
一
五
八
三
)
四
月
の
賎
ケ
岳
の
合

戦
の
時
、
彼
は
江
北
に
出
陣
し
た
堀
秀
政
に
見
舞
い

の
書
状
を
出
し
て
い
る
。
当
時
彼
は
病
気
で
ま
た
入

道
し
て
い
た
と
秀
政
の
返
事
に
見
え
る
。

最
後
に
注
目
さ
れ
る
の
は
千
福
遠
江
守
と
出
羽
横

手
城
主
小
野
寺
輝
道
と
の
通
好
で
あ
る
。
小
野
寺
氏

は
下
野
園
都
賀
郡
小
野
寺
を
名
字
の
地
と
す
る
名
族

で
鎌
倉
時
代
出
羽
固
に
移
住
し
、
仙
北
地
方
の
大
豪

族
と
な
っ
た
。
室
町
時
代
出
羽
小
野
寺
氏
は
京
都
御

扶
持
衆
と
し
て
本
領
の
出
羽
国
雄
勝
郡
地
頭
職
と
丹

後
国
倉
橋
郷
地
頭
職
を
知
行
し
、
し
ば
し
ば
上
洛
し
、

ま
た
貢
馬
を
務
め
た
。
そ
の
子
孫
の
小
野
寺
輝
道
は
、

天
正
十
年
八
月
一
日
千
福
遠
江
守
に
返
事
を
送
り
織

田
信
長
へ
の
御
礼
進
上
の
と
り
な
し
を
依
頼
し
て
い

る
。
当
時
ま
だ
信
長
の
計
報
が
届
い
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
前
か
ら
小
野
寺
・
千
福
両

氏
の
通
好
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
豊

臣
政
権
下
で
も
こ
う
し
た
関
係
は
続
い
た
。

追
而
令
啓
達
候
、
知
何
様
自
是
当
年
中
ニ

御
音
信
申
度
よ
し
定
勝
被
申
候
、
其
元
可

然
様
ニ
自
今
以
後
御
取
合
可
愚
入
候
事
候
、

以
上
、

(
前
田
利
勝
)

去
冬
自
孫
四
郎
殿
南
部
口
へ
為
鷹
取
使
者
就
下

向
、
即
御
音
札
示
給
事
本
望
不
少
候
、
将
亦
先

年
上
回
以
御
音
信
候
キ
、
内
々
自
国
定
可
及
注
進

候
処
、
郡
中
取
乱
故
遅
延
、
御
床
舗
候
、
殊
更

(
生
直
秀
吉
)

関
白
殿
江
小
野
寺
可
申
上
之
処
、
一
両
年
何
与

哉
以
取
紛
延
引
之
事
、
一
点
非
疎
意
候
、
此
旨

(
前
田
利
家
)

羽
柴
殿
之
至
御
前
ニ
可
然
様
ニ
御
取
成
可
本
望

候
、
随
而
天
下
一
之
笛
小
野
寺
検
ニ
て
承
之
、

偏
祝
着
之
由
申
事
候
、
事
々
恐
々
謹
言
、
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こ
の
書
状
は
前
年
冬
に
千
福
遠
江
守
が
、
前
回
利

勝
(
利
長
)
の
南
部
信
直
へ
の
使
者
に
託
し
て
小
野

寺
輝
道
に
音
札
を
送
っ
た
こ
と
に
答
え
た
返
事
で
あ

る
。
そ
の
主
旨
は
豊
臣
秀
吉
へ
の
小
野
寺
の
御
礼
言

上
が
一
両
年
延
引
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
少
し
も
そ

れ
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
意
は
な
い
こ
と
を
前
回
利

家
に
と
り
な
し
て
ほ
し
い
と
千
福
に
依
頼
し
た
も
の

で
あ
る
。
遠
藤
巌
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
書
状
の
年
代
は

天
正
十
五
年
(
一
五
八
七
)
に
比
定
さ
料
、
そ
う
だ

と
す
れ
ば
こ
の
書
状
は
同
年
二
月
十
日
に
一
一
一
一
戸
を
出

発
し
て
四
月
二
日
金
沢
に
着
い
た
南
部
信
直
の
重
臣

北
信
愛
に
託
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
千
福
遠
江
守
は
豊
臣
政
権
の
奥
羽

大
名
取
次
役
だ
っ
た
前
田
利
家
に
と
り
な
し
で
き
る

よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
遠
江
守
の

子
長
左
衛
門
義
春
は
天
正
十
二
年
前
田
利
勝
に
仕

え
、
高
千
五
百
石
、
足
軽
頭
を
務
め
た
と
加
越
能
文

庫
の
『
諸
土
系
譜
』
に
見
え
る
(
金
沢
市
立
玉
川
図

書
館
近
世
史
料
館
蔵
)

0

『
千
福
丈
書
』
に
は
「
千
長

佐
藤

戦
国
期
の
越
前
斯
波
氏
に
つ
い
て
(
下
)

左
」
宛
の
日
根
野
勝
就
(
備
中
守
)
・
一
一
一
好
秀
勝
(
駿

河
)
の
書
状
が
あ
る
。
こ
の
「
千
長
左
」
は
彼
の
こ

と
で
ム
あ
ろ
、
っ
。

こ
の
よ
う
に
千
福
氏
は
豊
臣
期
も
前
田
家
に
属
し

て
生
き
延
び
て
い
っ
た
。
一
方
鞍
谷
氏
に
つ
い
て
も

鞍
谷
民
部
少
輔
・
諏
方
三
郎
兵
衛
尉
両
人
宛
の
天
正

十
年
の
佐
々
成
政
書
状
が
二
通
残
っ
て
お
目
、
信
長

時
代
末
に
武
士
の
家
柄
と
し
て
存
続
し
て
い
た
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
る
。

注
(
1
)

関
係
史
料
は
『
小
笠
原
文
書
』
に
あ
り
、
『
静

岡
県
史
資
料
編
7
中
世
三
』
一

O
七
、
一

O
九
ペ

ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
『
千
福
文
書
』
は
『
栃
木
県
史
史
料
編
中
世
一
ニ
」

三
九
六
1
四
O
三
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
る
。
以
下

の
引
用
文
書
も
こ
れ
に
依
っ
た
。

(
3
)

旧
説
は
奥
野
高
広
『
増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研

究
』
上
巻
七
三
四
ペ
ー
ジ
。
新
説
は
尾
下
成
敏
氏

の
説
で
こ
の
朱
印
状
と
同
日
付
の
羽
柴
筑
前
守
宛

朱
印
状
写
(
前
掲
奥
野
著
下
巻
九
二
ペ
ー
ジ
)
が

天
正
四
年
に
比
定
さ
れ
、
こ
れ
に
加
越
両
国
の
一

授
が
見
え
る
こ
と
か
ら
天
正
四
年
正
月
に
越
前
で

一
授
が
蜂
起
し
た
と
し
て
千
福
式
部
大
輔
宛
の
朱

印
状
も
天
正
四
年
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
。
尾

下
成
敏
「
織
田
信
長
発
給
文
書
の
基
礎
的
研
究
」
、

同
そ
の
二
、
そ
れ
ぞ
れ
『
富
山
史
壇
』
一
二
一

o、

一
三
二
号
、
一
九
九
九
、
二
0
0
0
年。

(
4
)

遠
藤
巌
「
京
都
御
扶
持
衆
小
野
寺
氏
」
『
日
本
歴

史
』
第
四
八
五
号
、
一
九
八
八
年

(
5
)
遠
藤
巌
「
戦
国
大
名
小
野
寺
氏
|
積
道
・
輝

道
関
係
史
料
の
検
討
」
『
秋
大
史
学
』
三
四
、

一
九
八
八
年
。

(
6
)

「
佐
野
て
る
子
家
文
書
」
『
福
井
県
史
資
料
編
3
中

・
近
世
こ
四
二
八
、
四
二
九
ペ
ー
ジ
。

お
わ
り
に

後
半
の
二
節
で
鞍
谷
氏
と
千
福
氏
に
つ
い
て
ま
と

め
た
が
、
五
条
氏
と
末
野
氏
に
至
つ
て
は
ほ
と
ん
ど

叙
述
の
材
料
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
右
の

両
氏
で
代
表
さ
せ
て
も
充
分
に
「
越
前
斯
波
氏
」
と

い
う
概
念
は
成
立
す
る
も
の
と
考
え
る
。
彼
ら
は
い

ず
れ
も
今
南
東
郡
に
知
行
地
を
持
ち
、
府
中
近
辺
の

地
に
根
拠
地
を
持
っ
て
地
域
社
会
に
勢
力
を
保
つ
と

共
に
、
奥
羽
大
名
と
の
通
好
や
奥
州
斯
波
氏
と
の
交

流
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
個
別
の
戦
国
大
名
を
も
超
越

す
る
よ
う
な
権
威
を
持
っ
て
い
た
。

越
前
戦
国
史
と
い
え
ば
、
斯
波
氏
の
没
落
と
朝
倉

氏
の
台
頭
と
い
う
図
式
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
伝
統
的
な
家
柄
の
権
威
は
ぬ
ぐ
い
難
い
も
の
が

あ
り
、
朝
倉
氏
も
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
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ず
、
積
極
的
に
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
利
用
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

付
記本

稿
を
な
す
に
あ
た
り
遠
藤
巌
・
伊
藤
信
・
小
要
博
の
諸
氏

の
御
教
一
不
に
預
り
ま
し
た
。
ま
た
文
献
の
閲
覧
に
つ
き
福
井
県

総
務
部
文
書
学
事
課
公
文
書
館
建
設
準
備
グ
ル
ー
プ
の
吉
田
健

氏
、
武
生
市
史
編
さ
ん
室
の
真
柄
甚
松
氏
の
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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